
１　被災者生活再建支援法による支援

認定 損害割合 基礎支援金 加算支援金

 全壊  ５０％以上 １００万円 ５０～２００万円

 大規模半壊  ４０％以上５０％未満  ５０万円 ５０～２００万円

 中規模半壊  ３０％以上４０％未満 － ２５～１００万円

 半壊  ２０％以上３０％未満 － －

 一部損壊  １％以上２０％未満 － －

 無被害  １％未満 － －

※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額

２　災害救助法による支援

  応急仮設住宅の供与※１

認定 損害割合 対象 対象

 全壊  ５０％以上 〇 　　－（※）

 大規模半壊  ４０％以上５０％未満 △ 〇

 中規模半壊  ３０％以上４０％未満 △ 〇

 半壊  ２０％以上３０％未満 △ 〇

 一部損壊（準半壊）  １０％以上２０％未満 － ○

 一部損壊（10%未満） １０％未満 － －

 無被害  １％未満 － －

　※１　応急仮設住宅の供与（仮設住宅が供与されると住家の応急修理は受けられません。）

　　　　対象者：全壊、全焼、流出した方で、自らの資力では住宅を確保できない方。ただし、半壊でも、住み続けることが困難

　　　　　　　　な場合や避難指示の長期化が見込まれるなど全壊相当の場合は個別協議の結果によります。

　※２　住家の応急修理（日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することにより、元の住家に引き続き住むことを目的と

　　　　　　　　　　　　しています）

　　　①　対 象 者：住家が半壊または大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に半壊（いわゆる大規模半壊）し、

　　　　　　　　　　自らの資力では応急修理をできない方。ただし、全壊の場合でも修理することで、居住することが可能な場

　　　　　　　　　　合は対象とすることができますが、応急仮設住宅の供与は対象外となります。

　　　②　対象工事：日常生活に不可欠な部分の応急的な修理のみが対象です。内装に関する工事は原則として対象外です。

　　　③　要　　件：応急仮設住宅等に入居していないこと。区市町村が修理業者に委託して実施すること。
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住家の応急修理※２
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